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注目トピックス 
01｜顧客の迷惑行為への対策を考える 
スシローなど大手飲食チェーンでの迷惑行為が連日話
題となっています。顧客の迷惑行為に対して会社がどの
ような対策をすべきか、労務管理の面から考察します。 

 

 

特集 
02｜インボイス制度の開始前 

までに押さえておくこと 
インボイス制度について、個人事業者との取引など、労
務管理の視点から制度開始までに押さえておくべきポ
イントを解説します。 
 
 
 
03｜副業の労働時間管理のポイント 
働き方改革の一環として副業容認の流れが続く中、実務
上は労働時間の通算方法や割増賃金計算などの課題が
あります。特に副業の労働時間管理についての注意点を
解説します。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

話題のビジネス書をナナメ読み 
04｜「答えのないゲーム」を楽しむ 思考技

術（実業之日本社） 
正解のない時代を私たちは生きてい
ます。答えのない状況を楽しむため
にはどうすればよいのでしょうか。
筆者は 3 つのルールを提唱していま
す。 
①プロセスが最高だから答えも最高 
私たちは義務教育から大学受験まで、こうすれば正解
という、答えがあるゲームに浸かっている状態です。
しかし答えがない今、「プロセスが最高だから答えも最
高だ」という思考にシフトする必要があります。 
②二つ以上の選択肢を作り、選ぶ 
選択肢を作って比べることにより、「なぜ、それを選ぶ
のか︖」が自然と言語化できるようになり、相対的に
答えに近づいていくことが可能です。 
③炎上、議論は付き物 
答えのない状況では、用意した答えに議論が起きなけ
ればおかしいというのが筆者の主張です。より良い答
えを導くためには議論を恐れてはならず、言い換えれ
ば議論することこそが良いプロセスになるといえるで
しょう。 
変わっていく時代に戸惑わないために、具体的ですぐ
使える考え方が紹介されている一冊です。 
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はじめに 
2023 年 1 月、大手回転寿司チェーン・スシロー等にお
いて、備え付けの醤油を舐めたり、廻っている寿司に悪
戯をしたりといった顧客の迷惑行為の動画が話題とな
りました。多くは中高生など若者による悪ふざけ動画で
すが、SNS を通じて拡散した結果、一時運営会社の株価
が大幅に下落する事態になりました。事件は今後損害賠
償請求訴訟に発展する見通しです。 
 
また、近年では顧客から土下座を要求されるなど過剰な
迷惑行為「カスタマーハラスメント」についても対策が
望まれています。このような顧客の迷惑行為に対して、
会社は労務管理上どのような対策を講じることができ
るかについて考察します。 
 
迷惑行為の種類 
顧客が起こす迷惑行為として、商品を汚す、壊す、盗む
など直接危害を加えるパターンと、従業員に対してのカ
スタマーハラスメント行為をするパターン、あるいは盗
撮・盗聴などによる行為もあるでしょう。 
 
迷惑行為の種類 例 

商品への危害 
商品を汚す、壊す、万引きする、弄
ぶなど 

従業員への 
ハラスメント 

苦情の長電話をする、謝罪を強要
する、暴言、脅迫、セクハラなど 

情報漏洩、風評
被害など 

無断で店内を撮影して SNS 拡散、
悪評・誹謗中傷を比較サイトや
SNS に書き込むなど 

 
対策①物理的な予防 
あらかじめ想定できる迷惑行為をリストアップし、それ
らの迷惑行為をしにくくさせる物理的な予防対策を講
じましょう。例えば前述のスシローでは、当面の間①注
文された商品のみをレーンに流す②卓上の醤油などは

取り換え可能とする③レーンと座席をクリアボードで
仕切るなどの対応策を発表しました。そのほかの物理的
対策の例としては以下のようなものがあります。 
 
＜ 物理的対策の例 ＞ 

万引きや毀損 
売り場には商品見本だけ置き、商
品はストックルームに置くなど 

従業員への迷惑
行為 

電話を自動応答に切り替える/注文
はタブレット端末で取る/ID の提
示がない場合入店を断るなど 

情報漏洩、風評
被害など 

インターネット上の情報をモニタ
リングし、不当な書き込みなどが
ないかを常時チェックするなど 

 
対策②カスハラ対策マニュアル 
迷惑行為に遭遇した時の対応策をマニュアル化し、従業
員に周知することも有効な対策の一つでしょう。マニュ
アルは下記の例のようにできるだけセリフや注意事項
を具体的に例示し、定期的にロープレなどして実効性を
高めていくとよいかもしれません。 
 

＜苦情対応の注意事項の例＞ 

  夜間や早朝には対応しないこと 

  喫茶店や別の場所に行かないこと 

  録画できる場所で対応すること 

 
 

＜セリフの例︓「上司を出せ︕」という要求に対して＞ 

  「まずはどのようなご用件かをお伺いできますか。取り次

ぐとしてもご用件を伺わないことには何もできません」 

  「本件の担当は私ですので、上司には取り継ぎ兼ねます。

上司の回答も私から申しあげます」 

「大声でお話しになると他のお客様のご迷惑になります

ので、警察に通報させていただきます」 

顧客の迷惑行為への 

対策を考える 

スシローなど大手飲食チェーンでの迷惑行
為が連日話題となっています。顧客の迷惑行
為に対して会社がどのような対策をすべき
か、労務管理の面から考察します。 
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はじめに 
2023 年 10 月 1 日から開始するインボイス制度につい
て、発行事業者の登録受付が始まっています。制度の開
始に先立ち、改めて労務管理の視点から押さえておくべ
きポイントを解説します。 
 
労務管理上問題となる対象 
労務管理の視点で考えるとインボイス制度は「建設業の
一人親方やフリーランスの I T プログラマー、美容師な
ど個人事業者との取引」に影響があります。彼らが（労
働基準法上の労働者でない）個人事業者である以上、彼
らに支払う報酬はインボイス制度のルールに従う必要
があります。 
 
そもそもインボイス制度は、「消費税制における仕入税
額控除に適格となる請求書のルール」のことであり、そ
の主な狙いは、「今まで免税事業者として消費税納付を
免除されていた小規模事業者・個人事業主等に対する特
別扱いを段階的に廃止すること」にあります。その意味
で前述の個人事業者は最も影響を受ける対象となりま
す。 
 
消費税の免税制度とインボイス 
まず、消費税の免税事業者とは、「課税期間の基準期間
における課税売上高※が 1,000 万円以下（※個人事業
者の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度の課税売
上高）の事業者を指しますので、取引先たる小規模事業
者・個人事業主等が既に消費税免税事業者でない場合、
彼らは元々消費税を納税しているため、通常はインボイ
ス事業者登録による消費税負担増となりません。 
 
この場合は原則として2023 年3 月31 日までに税務署
に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出して貰
えばよいだけでしょう。 
 

免税事業者への対応 
取引先（仕入先）の個人事業主等が現在消費税免税事業
者である場合、「インボイス事業者登録」をしないこと
で彼らは引き続き免税事業者となれますが、買い手の会
社にとっては仕入税額控除を受けられない分消費税増
税となります。 
 

インボイス 
登録 

買い手側の 
消費税 

個人事業者の 
消費税 

有 
今までと同様に
仕入税額控除可 

消費税申告納付
の必要が生じる 

無 
仕入税額控除が
できなくなる 

免税のまま 

 
インボイスを踏まえた話し合い 
実際には 2023 年 10 月以降、激変緩和のため以下の図
のように仕入税額控除についての段階的な経過措置が
あります。しかしいずれにせよ、特に消費税免税事業者
にとってはインボイス制度が金銭的、事務的な負担増に
なり得るため、取引条件について取引先の個人事業者と
事前によく話し合いましょう。 

例えば、インボイス登録の有無による報酬体系を複数提
示し、話し合いの中で報酬体系について合意する方法が
あります。また、インボイス登録をした場合の消費税申
告・納付について、税理士を紹介するなどのバックアッ
プも検討した方が良いかもしれません。 

インボイス制度の開始前 

までに押さえておく こと 

インボイス制度について、個人事業者との取引
など、労務管理の視点から制度開始までに押さ
えておくべきポイントを解説します。 
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はじめに 
近年の働き方改革の中で、柔軟な働き方の一つとして副
業・兼業容認の流れがあります。今までの「一度入社し
たら定年まで勤めること」を是とした日本的終身雇用制
から考えると大きな転換となりますが、時代変化に合わ
せて今後副業や兼業を容認する流れはさらに加速して
いくことが見込まれます。 
 
一方で、労働基準法その他の労働関係各法は本来副業・
兼業を前提として設計されていないため、既存の法律を
当てはめようとするとどうしても不都合が生じます。以
下、本業と副業の労働時間管理について、現段階の注意
点を解説します。 
 
労働時間の通算 
労働基準法第３８条第 1 項では、「労働時間は、事業場
を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適
用については通算する」と規定されています。つまり、
自社の労働時間と副業による労働時間を通算した上で、
法定労働時間と割増賃金を考えなければなりません。 

 
割増賃金はどちらが負担するか 
法定労働時間を超える労働をした部分については 25%
以上の割増賃金を支払う義務がありますが、副業により
労働時間を通算した場合、「どちらの会社が割増賃金を
負担するか」という問題が発生します。 
 

①所定労働時間の通算ルール 
まず、それぞれの会社の「所定労働時間」については、
原則として「労働契約を後から結んだ方の会社が割増賃
金を支払う」というルールに則ることになります。 

 
②所定外労働時間の通算ルール 
一方で、所定外労働時間（つまり各社における所定労働
時間を超えて働いた分）については、1 日のうちで所定
外労働時間が行われる順に通算するというルールにな
ります。例えば事業場 A、B とも所定労働時間が 3 時間
のパート勤務で、それぞれ 2 時間残業した場合、下記の
図の通り A が割増賃金を負担することになります。 

 
③「管理モデル」ルール 
前述の①②がわかりにくいために、簡便な管理方法とし
て「管理モデル」というガイドラインが厚労省から示さ
れています。管理モデルとは、本業(先に契約した事業
場)の残業時間＋副業の全労働時間の合計に上限を設け
て、各会社が各々の上限の範囲で働かせる方法です。こ
の方法は簡易である一方で、副業事業場の割増負担が大
きくなる点で課題が残ります。

副業の労働時間管理 

のポイント  

働き方改革の一環として副業容認の流れが続
く中、実務上は労働時間の通算方法や割増賃金
計算などの課題があります。特に副業の労働時
間管理についての注意点を解説します。 


